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木曽岬町地域公共交通会議 会議録 

 

会議日 令和 6年 2月 27 日（火）午前 10 時 00 分～午前 10時 43 分 

 令和 6年 2月 27日、木曽岬町地域公共交通会議委員は、木曽岬町役場会議室（4階防災会議室）に召

集された。 

１．出席委員は、次のとおりである。            （氏名） 

木曽岬町長                    加藤  隆 （3条 1 号委員） 

（公社）三重県バス協会専務理事          青木 周二 （3条 2 号委員） 

三重交通（株）桑名営業所長            中川 康司 （3条 2号委員） 

利用者代表（会長）                黒宮 陽子 （3条 3号委員） 

利用者代表                    荻原 正良 （3条 3号委員） 

利用者代表                    藤村 正樹 （3条 3号委員） 

利用者代表                    加藤 三恵 （3条 3号委員） 

利用者代表                    後藤 友子 （3条 3号委員） 

利用者代表                    諸戸 奨也 （3条 3号委員） 

三重運輸支局首席運輸企画専門官          鈴木 博行 （3条 4号委員） 

三重交通労働組合執行委員長            加藤 義明 （3条 5号委員） 

   代理 桑名支部 支部長 楠 幸憲 

三重県桑名警察署交通第一課長           前川 浩希 （3条 6号委員） 

三重県地域連携・交通部交通政策課長        藤田 雄一 （3条 6号委員） 

   代理 交通政策課 主事 古市 大也 

三重県桑名建設事務所管理課長           西 幸一郎 （3条 6号委員） 

弥富市役所市民生活部市民協働課長         藤井 清和 （3条 6号委員） 

木曽岬町役場建設課長               伊藤 雅人 （3条 6号委員） 

   代理 建設課 課長補佐 伊藤 規生 

 

２．欠席委員は、次のとおりである。 

利用者代表（副会長）               土田 喜生 （3条 3号委員） 

利用者代表                    藤吉  翔 （3条 3 号委員） 

利用者代表                    半羽 将則 （3条 3号委員） 

 

３．議題説明のため出席した者は、次のとおりである。 

    副町長                      森  清秀 

    危機管理課長                   坂倉 丈夫 

 危機管理課                    山下 大貴 

（株）セントラルサービス 

 営業推進部業務課 弥富営業所 運行管理者  西原 直美 

 

 

 



 

４．会議議題は、次のとおりである。 

(1)登録更新について（協議） 

(2)バス車両更新計画について(協議) 

(3)令和 5年度利用者数及び事業収支について（報告） 

(4)乗降調査結果について（報告） 

(5)令和 6年度工事に伴う迂回運行について（報告） 
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（開会の辞） 

 皆様、本日はご多忙のところ、ご出席いただきありがとうございます。定刻になりま

したので、令和 5年度第 2回木曽岬町地域公共交通会議を開催させていただきます。私

は危機管理課の坂倉と申します。よろしくお願いいたします。 

まずはじめに、委員の交代がございましたのでご紹介させて頂きます。本日、お配り

しています委員名簿をご覧ください。 

 

（各交代委員の紹介、欠席委員の報告）※事務局読み上げ 

 

本日の出席委員数は、16名です。木曽岬町地域公共交通会議設置要綱第 6条第 3項に

規定する定足数に達しておりますので、会議は成立しますことをご報告させていただき

ます。 

なお、本会議は議事録作成支援システムにて記録を行うため、発言の際は、マイクの

使用をお願いいたします。 

それでは、会議の開催に先立ちまして、加藤町長より皆様にご挨拶を申し上げます。 

 

（町長あいさつ） 

 改めておはようございます。本日は木曽岬町地域公共交通会議を開催いたしましたと

ころ、委員の皆さん方には大変お忙しい中にも関わらずご出席をいただきましたこと、

改めて感謝申し上げる次第でございます。 

また、委員の皆さん方には当町の町政各般、とりわけその中でもこの公共交通行政に

それぞれのお立場から格別のご支援やご指導、ご鞭撻を賜っておりますことに、この機

会に改めて感謝と御礼を申し上げる次第でございます。本当にありがとうございます。 

さて、本日の天気も寒い中にも暖かい日差しが差し込んでおりますけども、おおよそ

2月とは思えないような陽気が続いております。昨年もそうでした。この 2月は昔から

よく三寒四温と言いますけれど三寒四温どころではないと思います。汗ばむような陽気

が続いたかと思えば、大変な寒波が押し寄せ、もっと言えば、この時期にしては長雨が

続きました。そういったことを思いますと、やはり地球の温暖化による異常気象、異変

が起きているなとそんなふうに感じております。それだけに、昨年もそうでしたけど

も、今年の夏の暑さやら、災害が心配されるところでございます。 

新年早々、元日に突然大変な地震が発生いたしました。震度 7そして津波も発生し、

もっと驚くことは、4メートルも隆起したということでございます。本当に想像を絶す

るような地震が発生いたしました。能登半島地震によって、お亡くなりになられた方々

のご冥福をお祈りするとともに、被災地の皆さん方は、本当に心折れるような気持ちの

中で、お互いが一生懸命支え合い、頑張っていらっしゃいます。皆さん方に、心からの

お見舞いを申し上げ、そしてまた 1日も早い復旧復興を願うところでございます。 

当町といたしましても、発生以来、早速、県と連携を取り、県下の各市町とウェブ会

議での情報共有や支援体制等々について確認をさせていただいて、県からの要請を受け

て支援をさせていただく体制をとっております。早速、職員の被災地への派遣を実施

し、帰ってきた職員の話を聞きますと今もなお、大変な避難所の生活もそうですが、い

ろんなことがまだまだ整っていないという状況でございます。当町としても、できる限
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りの支援を続けていきたいと思っておりますので、皆さん方にも何卒温かいご理解ご支

援をお願いしたいと思っております。よろしくお願いをいたします。 

そうした中、当町では令和 6年度に向けていろんな事業や予算、そしてまた条例改正

等々、議会に合わせて準備を進めておるところでございます。 

本日の公共交通会議では、お手元の事項書にございますように、協議案件といたしま

しては、登録更新について、それからバス車両の更新計画について、この協議案件 2件

と報告案件でございますが、令和 5年度の利用者数や事業収支について、それから乗降

調査結果について、そして工事に伴う迂回運行についてと報告案件 3件を事項としてお

願いをさせていただくところでございます。本日は、合わせて 5件を議題としてお願い

をさせていただきます。いずれの議題も当町にとっての公共交通行政にとって非常に重

要な案件ばかりでございます。 

それぞれ担当の方から、また詳細に説明をさせていただきますが、中でも町議会ある

いはこども議会、そしてまた、新成人の皆さんとかいろんな会議の場で当町の公共交

通、特に自主運行バスに対してのご意見やご要望も多々いただいております。当町では

様々な模索検討を重ねております。また、デマンド交通についても、実証実験に取り組

んでいこうということで、担当の方で準備を進めているところでございますがそういっ

たことも含めて、説明をさせていただきますので、何卒、委員の皆さん方から活発なご

意見を賜って、当町の公共交通のさらなる拡充を図っていきたいと思っておりますの

で、よろしくお願い申し上げ、開催にあたってのご挨拶をさせていただきます。よろし

くお願いいたします。ありがとうございます。 

 

ありがとうございました。 

木曽岬町地域公共交通会議設置要綱第 6条第 2項の規定により、会議の議長は、会長

が務めることとなっております。今後の議事進行につきましては、黒宮会長にお願いし

たいと思います。それでは黒宮会長、議事の進行をお願いいたします。 

 

おはようございます。本日はお寒い中、このようにお集まりいただきまして、本当に

ありがとうございます。 

それでは、ただいまより議長を務めさせていただきます。円滑な議事進行のため、皆

様のご協力をよろしくお願いいたします。 

まず、この会議の記録を残すため、書記の指名を行います。書記には坂倉危機管理課

長を指名いたします。ご異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

異議なしと認めます。坂倉危機管理課長、書記をお願いいたします。 

続きまして、会議録署名委員の指名を行います。会議録への署名は荻原正良委員、後

藤友子委員の二名を指名いたします。事務局による会議録の作成が完了した後、会議録

への署名をお願いいたします。 

それではこれより、議題の審議に入ります。 

協議案件議題 1、登録更新について事務局の説明を求めます。 
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危機管理課にて公共交通を担当しております山下と申します。 

それでは議題 1、登録更新についてのご説明を申し上げます。 

 

（議題 1 事務局 説明） 

 

 ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、意見やご質問あります

方は挙手の上、ご発言ください。 

 

ご質問もないようですので、議題 1、登録更新についての質疑を終了させていただき

ます。 

ここで皆様にお諮りします。本議題は協議案件でございます。事務局が提案する登録

更新についてご同意いただける方は挙手をお願いいたします。 

 

（挙手全員） 

 

ありがとうございます。挙手多数と認めます。 

皆様の合意が得られましたので、事務局は遅滞なく登録更新の手続きを進めていただ

きたいと思います。 

 

続きまして、協議案件議題 2、バス車両更新計画について事務局の説明を求めます。 

 

それでは議題 2、バス車両更新計画についてご説明申し上げます。 

 

（議題 2 事務局 説明） 

 

 ただいまの事務局からの説明についてご意見やご質問あります方は挙手の上、ご発言

ください。 

 

三重運輸支局の鈴木です。更新後の車両について、バリアフリー対応は何か考えてい

るんでしょうか。 

 

現時点では内部の架装について、まだ検討してない状況であります。そのため、バリ

アフリー対応とするかはまだ決まってない状態です。 

 

また検討する際には、その辺も考慮していただきたいと思いますのでよろしくお願い

ます。 

 

他にございませんでしょうか。 

ご質問もないようですので、議題 2、バス車両更新計画についての質疑を終了させて

いただきます。 

ここで皆様にお諮りします。本議題は協議案件でございます。事務局が提案するバス
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車両を更新計画についてご同意いただける方は挙手をお願いいたします。 

 

（挙手全員） 

 

ありがとうございます。挙手多数と認めます。 

皆様の合意が得られましたので、事務局は遅滞なく車両更新の準備に取りかかるよう

にお願いいたします。 

 

続きまして、報告案件議題 3、令和 5年度利用者数及び事業収支について事務局の説

明を求めます。 

 

 それでは議題 3、令和 5年度利用者数及び事業収支についてご説明申し上げます。 

 

（議題 3 事務局 説明） 

 

 ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、ご意見やご質問ありま

す方は挙手の上、ご発言ください。 

 

ご質問もないようですので、議題 3、令和 5年度利用者数及び事業収支についての質

疑を終了させていただきます。 

続きまして、報告案件議題 4、乗降調査結果について事務局の説明を求めます。 

 

それでは議題 4、乗降調査結果についてご説明を申し上げます。 

 

（議題 4 事務局 説明） 

 

ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、ご意見やご質問ありま

す方は挙手の上、ご発言ください。 

利用料金のこともお話いただきましたが、何か意見ございませんでしょうか 

 

ご質問もないようですので、議題 4、乗降調査結果についての質疑を終了させていた

だきます。 

続きまして、報告案件議題 5、令和 6年度工事に伴う迂回運行について事務局の説明

を求めます。 

 

それでは議題 5、令和 6年度工事に伴う迂回運行についてご説明を申し上げます。 

 

（議題 5 事務局 説明） 

 

ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、ご意見やご質問ありま

す方は挙手の上、ご発言ください。 
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手続きの話ですが、道路運送法第四条の乗合バスの場合はこういった道路工事に伴う

通行止め関係については手続き省略できるという規定があるんですが、自家用有償運送

では、そういった運送法上の規定っていうのはなく、通常の乗合バスに準じた運用をし

てるところです。今回この期間が少し長いことから、迂回運行をする前に手続きをして

いただきたいと思いますので、変更する前には会議の場で、一応協議という形をとって

いただいて、支局の方に変更登録の手続きをお願いしたいと思いますのでよろしくお願

いします。 

 

先ほど鈴木様から話がありましたとおり、本件について、時期が近づきましたら本会

議で協議案件として出させてもらいますので、その際はご審議のほどよろしくお願いし

ます。 

 

ご質問もないようですので、議題 5、令和 6年度工事に伴う迂回運行についての質疑

を終了させていただきます。 

議題として挙がっている 5件の協議、報告事項に係る審議は終了しましたが、事項書

5、その他について、事務局より何か報告等はありますか。 

 

事務局より、その他事項として 1件申し上げます。 

現在事務局では AIオンデマンド交通の実証実験の検討を行っているところです。 

停留所が近くにない、21時以降の運行がないなど、公共交通に対する要望が依然とし

てあることから、AI デマンド交通の実証実験を検討しております。 

利用者はアプリまたは電話にて乗車位置、降車位置を指定すれば配車依頼完了とな

り、AI が最適なルートを生成し、ドライバーに伝えることでスムーズな配車と運行を可

能とするものです。 

実証実験により、停留所が近くにないところでの乗車実績や夜間時間帯の利用実績も

わかり、要望と実態の状況把握にも活用できると見込んでおり現在、実施に向けた調整

に取り組んでいます。 

内容がまとまりましたら、本会議にて議題として提案しますのでその際にはご審議の

ほど、よろしくお願いいたします。 

 

若干補足させていただきますとデマンド交通の実証実験につきましては今年度におき

ましても、内部で検討は進めておりましたが、運行主体の目途がなかなか立たない状況

でありました。継続して運用主体も含めて具体化に向けて、検討を進めていきたいと思

っております。 

 

このことについて何かご意見ご質問ありますでしょうか。 

ご質問ないようですので、今日の会議全体を通してご意見やご質問あります方は挙手

の上、ご発言ください。 
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ありがとうございます。 

本日予定しておりました議題の審議はすべて終了いたしました。円滑な議事の進行に

ご協力をいただきましたこと、お礼申し上げます。 

以上をもちまして、令和 5年度第 2回木曽岬町地域公共交通会議を閉会させていただ

きます。ありがとうございました。 

                   （閉会時刻 ： 午前 10時 43 分） 

 

  


